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改憲と戦争、民営化と労働法制改悪と闘う１万人行動

深
夜
労
働
手
当
は
な
く
有
給
休
暇
も

な
い
。最
低
賃
金
も
適
用
さ
れ
な
い
。

年
金
や
医
療
保
険
も
す
べ
て
自
己
負

担
と
書
い
て
い
ま
す
。

　
米
国
で
は
、
労
働
者
１
億
６
千
万

人
の
う
ち
35
％
が
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と

し
て
働
き
、
最
も
多
い
の
が
イ
ン

デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー

と
呼
ば
れ
る
個
人
請
負
。
２
０
２
０

年
に
は
労
働
人
口
の
約
５
割
が
個
人

請
負
と
の
予
想
も
あ
り
ま
す
。

　
国
会
を
包
囲
せ
よ
！

　「
働
き
方
改
革
」
一
括
法
は
、「
残

業
代
ゼ
ロ
」
や
「
時
間
外
労
働
の
上

限
規
制
」「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」

な
ど
の
個
別
制
度
を
超
え
て
、
雇
用

対
策
法
な
ど
基
本
法
の
目
的
規
定
に

も
大
幅
に
変
更
を
加
え
、
こ
れ
ま
で

の
労
働
法
制
の
枠
組
み
を
土
台
か
ら

変
質
さ
せ
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
の

で
す
。

　
連
合
通
信
な
ど
の
報
道
に
よ
れ

ば
、
労
政
審
の
場
で
連
合
は
残
業
代

ゼ
ロ
や
個
人
請
負
の
普
及
に
反
対
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
労
働
側

代
表
と
は
、
ゼ
ン
セ
ン
逢
見
と
共
に

連
合
を
残
業
代
ゼ
ロ
法
容
認
に
転
換

さ
せ
よ
う
と
し
た
村
上
陽
子
・
総
合

労
働
局
長
ら
な
の
で
す
。

　
戦
後
労
働
法
制
の
根
本
的
な
破

壊
、
枠
組
み
の
転
覆
に
つ
い
て
職
場

や
組
合
で
真
剣
に
訴
え
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
国
会
を
十
重
二
十
重
に
包

囲
す
る
闘
い
が
必
要
で
す
。
11
・
５

集
会
は
、
労
働
法
制
改
悪
と
闘
う
総

決
起
の
場
で
す
。
大
結
集
を
！

高
齢
化
の
中
で
労
働
力
供
給
の
制
約

に
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
、
女
性
や

高
齢
者
の
よ
う
に
「
様
々
な
事
情
を

抱
え
て
い
る
方
」
も
労
働
参
加
で
き

る
よ
う
に
、「
長
時
間
労
働
の
是
正
」

「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
が
必
要
な

の
だ
と
書
い
て
い
ま
す
。「
残
業
代

ゼ
ロ
制
度
（
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
制
度
）
の
創
設
」
や
「
裁
量
労

働
制
の
拡
大
」
も
こ
う
し
た
位
置
の

も
と
あ
り
ま
す
。

　
非
雇
用
型
テ
レ
ワ
ー
ク

　「
多
様
な
就
業
形
態
の
普
及
」
に

つ
い
て
厚
生
労
働
省
は
、「
働
き
方

改
革
実
行
計
画
で
は
、
非
雇
用
型
テ

レ
ワ
ー
ク
に
も
言
及
が
あ
る
。
多
様

な
就
業
形
態
の
環
境
整
備
も
重
要

だ
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
非
雇
用
型

の
働
き
方
を
念
頭
に
法
律
の
名
称
に

つ
い
て
も「
雇
用
対
策
法
」か
ら「
労

働
対
策
法
」
に
変
更
し
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。
雇
用
政
策
の
１
８
０
度
の

転
換
が
企
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

　「
働
き
方
改
革
実
行
計
画
」
に
は
、

①
雇
用
型
テ
レ
ワ
ー
ク
、
②
非
雇
用

型
テ
レ
ワ
ー
ク
、
③
副
業
・
兼
業
の

推
進
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
今
年
３
月
の
『
週
刊
東
洋
経
済
』

に
「
冠
婚
葬
祭
業
に
蔓
延
す
る
『
個

人
請
負
』
の
深
い
闇
」
の
特
集
記
事

で
は
、「
玉
姫
殿
」
で
知
ら
れ
る
葬

祭
業
最
大
手
ベ
ル
コ
は
、
全
従
業
員

７
１
２
８
人
の
う
ち
正
社
員
は
32

人
。
残
る
７
０
０
０
人
超
は
個
人
請

負
で
労
働
基
準
法
も
適
用
さ
れ
ず
、

雇
用
保
険
も
な
い
。
時
間
外
・
休
日
・

〈
生
産
性
の
向
上
を
図
り
…
〉
と
い

う
文
言
が
挿
入
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら

に
国
の
講
ず
べ
き
施
策
と
し
て
〈
多

様
な
就
業
形
態
の
普
及
〉
が
加
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
現
行
の
雇
用
対
策
法
が
、
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
や
職
業
訓
練
な
ど
の
雇
用
行

政
に
関
わ
る
内
容
か
ら
、「
多
様
な

事
情
に
応
じ
た
就
業
」「
生
産
性
の

向
上
」
を
図
る
た
め
に
法
律
の
目
的

が
全
面
的
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　「
雇
用
安
定
事
業
」
と
「
能
力
開

発
事
業
」
の
雇
用
保
険
２
事
業
な
ど

も
、
生
産
性
の
向
上
を
図
る
企
業
に

対
す
る
助
成
を
行
う
も
の
に
転
換
さ

れ
ま
す
。

　
厚
生
労
働
省
は
、「
少
子
高
齢
化

が
進
む
中
で
、
様
々
な
事
情
を
抱
え

て
い
る
方
に
も
労
働
参
加
し
て
も
ら

う
こ
と
と
、労
働
生
産
性
の
向
上
は
、

働
き
方
改
革
実
行
計
画
の
２
つ
の
柱

だ
」
と
説
明
し
ま
し
た
。

　「
働
き
方
改
革
実
行
計
画
」
は
、

日
本
経
済
再
生
の
た
め
に
は
、
少
子

　「
働
き
方
改
革
」
一
括
法
案
に
は
、

「
働
き
方
改
革
」
の
理
念
を
掲
げ
る

た
め
雇
用
対
策
法
を
衣
替
え
し
て
基

本
法
と
し
て
据
え
る
内
容
が
含
ま
れ

て
い
ま
す
。

　
雇
用
対
策
法
は
、
雇
用
政
策
の
基

本
法
で
あ
り
、
雇
用
安
定
法
や
雇
用

保
険
法
、
育
児
介
護
休
業
法
や
高
年

齢
者
雇
用
安
定
法
な
ど
の
個
別
法
に

つ
い
て
の
基
本
と
な
る
理
念
と
体
系

を
定
め
た
も
の
で
す
。
一
言
で
い
え

ば
、
憲
法
の
勤
労
権
に
基
づ
き
、
完

全
就
業
に
向
け
た
国
の
責
務
と
事
業

主
の
努
力
を
定
め
た
法
律
で
す
。
こ

の
法
律
の
も
と
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
や

失
業
給
付
を
は
じ
め
様
々
な
雇
用
促

進
策
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

目
的
に「
生
産
性
の
向
上
」

　
と
こ
ろ
が
「
働
き
方
改
革
実
行
計

画
」
に
基
づ
い
て
労
政
審
職
業
安
定

分
科
会
（
９
月
１
日
）
に
示
さ
れ
た

案
で
は
、
雇
用
対
策
法
の
目
的
に
、

〈
労
働
者
が
そ
の
多
様
な
事
情
に
応

じ
た
就
業
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
〉

 戦後労働法制の全面転覆を狙う「働き方改革」法案

  雇用対　
　策法の目的を「勤労権に基づく完全

  就労の達成」から「生産性向上」に転換！
　「
働
き
方
改
革
」
一
括
法
案

1
「
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
」「
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度

の
創
設
」「
裁
量
労
働
制
の
拡
大
」
を
一
本
化
し
た
労
基
法
改
定
案

2
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
に
関
わ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
、
労
働

契
約
法
、
労
働
者
派
遣
法
の
改
定
案

3
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
の
努
力
義
務
化
に
関
す
る
労
働
時
間
等

設
定
改
善
法
の
改
定
案

4
産
業
医
に
よ
る
面
接
指
導
の
強
化
な
ど
に
関
す
る
労
働
安
全
衛
生
法

の
改
定
案

5
改
革
の
理
念
を
盛
り
込
ん
だ
基
本
法
で
あ
る
雇
用
対
策
法
の
改
定
案


